
小 千 谷 市 制 度 融 資 等 一 覧 表 

≪市制度融資≫  

 下記の融資を受けた事業者へ信用保証料の補給を行います。      

（令和８年４月１日現在）                                          

制度名 融 資 対 象 貸付限度額 資金使途 貸付期間・返済方法 年利率 担保保証人 信用保証料 取扱金融機関 

小千谷市 

地方産業 

育成資金 

１ 新潟県内で１年以上継続して同一事

業を営む中小企業者 

２ 市内に住所または事業所を有する中

小企業者 

３ 県税を完納していること 

１，０００万円 

運転資金 
■５年以内の月賦返済（うち据置期間６か月以内） 

または６か月以内の一括返済 

信用保証付 

(責任共有無) 

２.１０％ 

(責任共有有) 

２.３０％ 

信用保証無 

２.６０％ 

取扱金融機関の

定めによる 

県信用保証協会の

定めによる。 

 

５０％市補給 

新 潟 縣 信 用 組 合 

小 千 谷 支 店 

 

㈱ 第 四 北 越 銀 行 

小 千 谷 中 央 支 店 

 

㈱ 第 四 北 越 銀 行 

東 小 千 谷 支 店 

 

㈱ 第 四 北 越 銀 行 

小 千 谷 支 店 

 

㈱ 第 四 北 越 銀 行 

片 貝 支 店 

 

㈱ 大 光 銀 行 

小 千 谷 支 店 

 

長 岡 信 用 金 庫 

小 千 谷 支 店 

 

魚沼農業協同組合 

小 千 谷 支 店 

 

魚沼農業協同組合 

片 貝 支 店 

設備資金

(土地取得除く) 

■７年以内の月賦返済（うち据置期間６か月以内） 

または６か月以内の一括返済 

小千谷市 

中小企業 

振興資金 

１ 市内に６か月以上住所（個人事業主の

場合は代表者の住所、法人の場合は事業

所の所在地）を有し、店舗または工場を

有する中小企業者 

２ 市税を完納していること 

２，０００万円 
設備資金 

(土地取得除く) 

■７年以内(うち据置期間２年以内)  月賦返済 

   信用保証付 ２．０５％  信用保証無 ２．５５％ 

■１０年以内(うち据置期間２年以内)  月賦返済 

    信用保証付 ２．２５％  信用保証無 ２．７５％ 

取扱金融機関の

定めによる 

県信用保証協会の

定めによる。 

 

１００％市補給 

小千谷市 

中小企業 

振興高度 

化 資 金 

小千谷市中小企業振興資金を利用する、市

内中小企業者 
１，０００万円 

設備資金 

(土地取得除く) 

■７年以内(うち据置期間２年以内)  月賦返済 

   信用保証付 ２．０５％  信用保証無 ２．５５％ 

■１０年以内(うち据置期間２年以内) 月賦返済 

    信用保証付 ２．２５％  信用保証無 ２．７５％ 

取扱金融機関の

定めによる 

県信用保証協会の

定めによる。 

５０％市補給 

小千谷市 

中小企業 

経営安定 

資 金 

１ 市内に６か月以上住所（個人事業主は

代表者の住所、法人の場合は事業所の所

在地）を有し、店舗または工場を有する

中小企業者 

２ 市税を完納していること 

１，０００万円 運転資金 

■５年以内(うち据置期間１年以内)  月賦返済 

   信用保証付 １．９５％  信用保証無 ２．４５％ 

■７年以内(うち据置期間１年以内)  月賦返済 

    信用保証付 ２．１５％  信用保証無 ２．６５％ 

取扱金融機関の

定めによる 

県信用保証協会の

定めによる。 

 

１００％市補給 

小千谷市 

中小企業 

も のづ く 

り 研究 開 

発 資 金 

１ 市内に６か月以上住所（個人事業主は

代表者の住所、法人の場合は事業所の所

在地）を有し、店舗または工場を有する

中小企業者 

２ 新製品・新技術等を研究又は開発し、

生産性の向上を図ろうとする中小企業

者 

３ 市税を完納していること 

３，０００万円 

運転資金

設備資金

(土地取得除く) 

■１０年以内(うち据置期間２年以内) 月賦返済  

    信用保証付 １．７５％  信用保証無 ２．２５％ 

取扱金融機関の

定めによる 

県信用保証協会の

定めによる。 

・学術機関との連携に

よる場合は、 

１００％市補給 

・それ以外の場合は、 

５０％市補給 



≪県制度融資≫ 

 下記の融資を受けた事業者へ信用保証料の補給を行います。 

（令和８年４月１日現在）                       

融資名 融資及び保証料補給対象 貸付限度額 資金使途 貸付期間・返済方法 年利率 信用保証料 市内の相談金融機関 

新
潟
県
小
規
模
企
業
支
援
資
金 

１ 新潟県内で１年以上継続して同一事

業を営む小規模事業者 

２ 小千谷市において引き続き６か月以

上事業を営む者 

３ 市税及び県税を完納していること 

（小口零細保証） 

２，０００万円 

（一般保証） 

１，０００万円 

運転資金 
■７年以内の月賦返済 

（うち据置期間１年以内） 

※すべて信用保証付き 

・小口零細保証 

（責任共有対象外） 

７年以内      １．９５％ 

７年超１０年以内  ２．１５％ 

・一般保証 

（責任共有対象） 

７年以内      ２．１５％ 

７年超１０年以内  ２．３５％ 

県信用保証協会の定め

による。 

 

１００％市補給 

新 潟 縣 信 用 組 合 

小 千 谷 支 店 

 

㈱ 第 四 北 越 銀 行    

小 千 谷 中 央 支 店    

 

㈱ 第 四 北 越 銀 行 

東 小 千 谷 支 店 

 

㈱ 第 四 北 越 銀 行 

小 千 谷 支 店 

 

㈱ 第 四 北 越 銀 行 

片 貝 支 店 

 

㈱ 大 光 銀 行 

小 千 谷 支 店 

 

長 岡 信 用 金 庫 

小 千 谷 支 店 

 

魚沼農業協同組合 

小 千 谷 支 店 

 

魚沼農業協同組合 

片 貝 支 店 

設備資金 
■１０年以内の月賦返済 

（うち据置期間１年以内） 

借換資金 
■７年以内の月賦返済 

（うち据置期間１年以内） 

新
潟
県
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
資
金 

連
鎖
倒
産
防
止
枠 

１ 小千谷商工会議所において、倒産企

業等に対する債権額及び取引額の認定

を受けている中小企業者 

２ 小千谷市において引き続き６か月以

上事業を営む者 

３ 市税及び県税を完納していること 

３，０００万円 

（債権額の範囲内） 
運転資金 

■７年以内の月賦返済 

（うち据置期間１年以内） 

※すべて信用保証付き 

７年以内      ２．０５％ 

県信用保証協会の定め

による。 

 

債権回収不能に相当す

る額を市が補給 

新
潟
県
中
小
企
業
創
業
等
支
援
資
金 

創
業
枠 

市税及び県税を完納していること 

 

※その他要件は本資金融資要綱をご確認

ください。 

（創業者） 

３，５００万円 

※ 要件あり 

運転資金 

設備資金 

■７年以内の月賦返済 

（うち据置期間１年以内） 

■１０年以内の月賦返済 

（うち据置期間２年以内） 

※すべて信用保証付き 

７年以内       A ２．００％ 

           B ２．２０％ 

７年超１０年以内   A ２．２０％ 

          B ２．４０％ 

県信用保証協会の定め

による。 

 

１００％市補給 

（ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟ創出促進

保証制度要件） 

３，５００万円 

 

運転資金 

設備資金 

借換 

■１０年以内の月賦返済 

（うち据置期間１年以内） 

 

 【問い合わせ先】小千谷市商工振興課      ８３－３５５６ 

        新潟県信用保証協会長岡支店  ３５－５７１４ 

         各小千谷市制度融資取扱金融機関 


